
 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
令
第
七
十
一
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
事

業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
及
び
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

  
 



 
 

 
 

 
 

2頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
二 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
一 

略
］ 

 

二 

電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の

附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
様
式
第
四
の
表

の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
な
い
も
の 

 
 

［
イ
～
ホ 

略
］ 

 
 

ヘ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四

第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
の
二
及
び
第
十
二
号
の
二
に
お
い
て
単
に
「
Ｐ
Ｈ
Ｓ

用
設
備
」
と
い
う
。
） 

 
 

［
ト 

略
］ 

 

［
三 

略
］ 

 

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
二 

［
同
上
］ 

 

［
一 

同
上
］ 

 

二 

［
同
上
］ 

    
 

［
イ
～
ホ 

同
上
］ 

 
 

ヘ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四

第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
単
に
「
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
」

と
い
う
。
） 

 
 

［
ト 

同
上
］ 

 

［
三 

同
上
］ 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 

第
二
十
七
条
の
五 

法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
の
二
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

携
帯
電
話
用
設
備
又
は
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に

限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

 

ハ 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
を
想
定
し
た
過
負
荷
試
験
に
関
す
る

説
明
書 

 

ニ 

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が

制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
） 

四
の
二 

Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る

書
類 

イ 

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ク
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制
御
信
号
の
増
加
の
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書 

ハ 

そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御

す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
） 

［
五
～
十
一 

略
］ 

 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 

第
二
十
七
条
の
五 

［
同
上
］ 

   

［
一
～
三 

同
上
］ 

 

四 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

 
 

［
新
設
］ 

  
 

ハ 

そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
制
御

す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
） 

［
新
設
］ 

        

［
五
～
十
一 

同
上
］ 



 
 

 
 

 
 

3頁 

 
十
二 

法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
特
定
携
帯
電
話

用
設
備 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

［
イ 
略
］ 

 
 

ロ 

第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

［
ハ
・
ニ 
略
］ 

 

十
二
の
二 

法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

次
に
掲
げ
る
書

類 イ 

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ソ
及
び
ク
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

第
四
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

第
八
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類 

ニ 

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に

規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
電
気
通
信
設
備
の
全
部
又
は
一
部
の
機
能
を
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が

制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
想
化
し
た
当
該
機
能
の
特
性
を
利
用
し
た
対
策
又
は
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
書
類
に
対
応
す
る
当
該
対
策
又
は
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
含
む
。
） 

［
十
三
・
十
四 

略
］ 

［
２ 

略
］ 

 

十
二 

法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用

設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

［
イ 

同
上
］ 

 
 

ロ 

第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

［
ハ
・
ニ 

同
上
］ 

 

［
新
設
］ 

        

［
十
三
・
十
四 

同
上
］ 

［
２ 

同
上
］ 

第
二
十
九
条 

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
管
理
規
程
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
一
・
二 

略
］ 

 

三 

電
気
通
信
役
務
の
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
管
理
の
方
法

に
関
す
る
事
項 

 
 

［
イ
～
リ 

略
］ 

 
 

ヌ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
計
、
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
誤
り
を
防
止
す
る
た

め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ル 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
そ
の
損
壊
又
は
故
障
等
に
よ
る
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大

き
い
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
リ
ス
ク
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

ヲ 

ル
に
関
す
る
取
組
を
踏
ま
え
た
事
業
継
続
計
画
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

［
削
る
］ 

  
 

ワ 

［
略
］ 

 
 

カ 

［
略
］ 

 
 

ヨ 

［
略
］ 

 
 

タ 

イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
等
現
状
の
調
査
、
分
析
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。 

 

［
四 

略
］ 

 

五 

当
該
管
理
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項 

イ 

当
該
管
理
規
程
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
管
理
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
に
必
要
な
経
営
資
源
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
、

第
二
十
九
条 

［
同
上
］ 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

 

三 

［
同
上
］ 

  
 

［
イ
～
リ 

同
上
］ 

 

［
新
設
］ 

 

 

［
新
設
］ 

 

［
新
設
］ 

 
 

ヌ 

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
等
現
状
の
調
査
、
分
析
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。 

 
 

ル 

［
同
上
］ 

 
 

ヲ 

［
同
上
］ 

 
 

ワ 

［
同
上
］ 

 
 

［
新
設
］ 

  

［
四 

同
上
］ 

五 

当
該
管
理
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

 

［
新
設
］ 

 



 
 

 
 

 
 

4頁 

  

評
価
及
び
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
点
検
の
結
果
そ
の
他
の
事
由
に
基
づ
く
当
該
管
理
規
程
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と

。 

 

［
六 

略
］ 

［
２ 

略
］ 

 

 
  

［
六 

同
上
］ 

［
２ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 
 

 
 

 
 

5頁 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 
 

 
 

 
 

6頁 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
第
八
条
の
二
の
二 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二

十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
設
備
は
、
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
及
び
制

御
信
号
の
増
加
を
想
定
し
た
過
負
荷
試
験
を
実
施
し
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
措
置
の
実
効
性
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

  

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

7頁 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
規

定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和

六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


